
 
 

淡路市管理不全空家等・特定空家等判定基準について 

 

 

１ 判定基準 

管理不全空家等又は特定空家等の候補となる空家等をするに当たり、空家等の状態

を「建物の不良度」と「生活環境への影響度」の２つの指標により評価する。 

「建物の不良度」については、建築物の保安上の危険性及び周辺への影響度に係る

判定基準を基に、「生活環境への影響度」については、衛生・景観・その他生活環境

上保全に係る判定基準を基に、それぞれ一定の基準に該当するものを「管理不全空家

等候補」又は「特定空家等候補」として評価する。 

なお、それぞれの判定基準については、ガイドラインによる詳細区分を参考とする。 

 

２ 管理不全空家等及び特定空家等として判定するための空家等に対する視点 

建物の不良度判定 生活環境への影響度判定 判定 

１ 建築物の保安上危険となる

おそれのある状態か。 

２ 周辺への影響があり、危険

性が切迫している状態か。 

３ 衛生上有害となるおそれの

ある状態か。 

４ 著しく景観を損なっている

状態か。 

５ 周辺の生活環境の保全を図

るために放置することが不適

切である状態か。 

６ 周辺への影響があり、危険

性が切迫している状態か。 

１及び２又は３

から６までの項

目を総合的に判

定 
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３ 管理不全空家等及び特定空家等対応フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理不全空家等の措置 

 

 

特定空家等の措置 

 

 

 

 

 

 

 

空家等の調査 

空家所有者等の特定 

適切な管理の促進（情報提供・意向確認等） 

「管理不全空家等及び特定空家等判定基準」による調査 

（管理不全空家等候補又は特定空家等候補） 

２回目通知 

管理不全空家等又は特定空家等の判定・認定 

指 導 

勧 告 

※住宅用地特例の解除 

指 導 

勧 告 

※住宅用地特例の解除 

代執行 

命 令 

所有者への適切な 

管理に関する助言等 

経過観察 

所有者自身による 

適切な管理・除却 

問題なし 問題あり 

該当（＝認定） 該当（＝認定） 非該当 

状態が悪化 

反応がない又は改善が見られない状況

が続く場合 

３か月 

２か月 
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